
開通前の段階における災害時の活用

○住⺠の避難路や緊急⾞両の交通路として活⽤することで、開通前の段階より地域の防災機能を強化。
 南海トラフによる津波浸⽔などの災害が発⽣した場合、⼯事⽤道路や法⾯点検階段などを活⽤し、住⺠が⾼台や本線へ避難可能。
 今後の⼯事進捗に伴い、本線概成区間と⼯事⽤道路を活⽤し、現道の浸⽔区間を回避し、緊急⾞両の到達可能範囲が順次拡⼤。
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すさみ串本道路 19.2km

串本町

20箇所：工事用道路

2箇所：法面点検階段等

概成区間※

※概成区間
土工部 ：盛土・切土が完了
橋 梁 ：上部工が完了
トンネル：覆工が完了

※

工事用道路間で通行可

工事用道路間で
通行可

工事用道路間で
通行可

（※すさみ串本道路に並⾏する国道４２号現道が災害により通⾏不能となった場合）


